
 

２０２２年ジュニアカート選手権統一規則 改正案 

                                                                                                          ※下線部分：改正箇所 

２０２２年改正案 ２０２１年規則 

第１章（略） 

 

第２章 競技会参加に関する事項 

第９条～第１２条（略） 
 

第１３条 エントリーの資格 

１．（略） 

２．ドライバーの出場資格： 

ジュニアカート選手権競技に出場するドライバーは、部門毎に以下の条

件を満たしていること。 

ドライバーが出場できる地域および参加部門は何れかの地域ならびに

部門に限定され、シリーズの途中で変更することはできない。 

１）フォーミュラピストンジュニア（ＦＰ－Ｊｒ）部門 

（１）ライセンス 

ジュニアＡ、国際Ｇライセンス所持者とする。 

または、ジュニアＢカートドライバーライセンス所持者で、参加申

込時点において、以下の何れかの実績を満たす者。 

①～②（略） 

（２）年齢制限 

１２歳（１２歳の誕生日を迎える当該年）以上１５歳未満の者。 

なお、当該年に満１４歳に達しても国際Ｆライセンスを取得しなけ

れば、また、当該年に１５歳に達しても、一般ライセンスを取得し

なければ、その年のジュニア選手権競技に出場することが認められ

る。 

（３）（略） 

２）フォーミュラピストンジュニアカデット（ＦＰ－ＪｒＣａｄｅｔｓ）部

門 

（１）ライセンス 

ジュニアＡ、国際Ｇライセンス所持者とする。 

または、ジュニアＢカートドライバーライセンス所持者で、参加申

込時点において、以下の何れかの実績を満たす者。 

①～③（略） 

第１章（略） 

 

第２章 競技会参加に関する事項 

第９条～第１２条（略） 
 

第１３条 エントリーの資格 

１．（略） 

２．ドライバーの出場資格： 

ジュニアカート選手権競技に出場するドライバーは、部門毎に以下の条

件を満たしていること。 

ドライバーが出場できる地域および参加部門は何れかの地域ならびに

部門に限定され、シリーズの途中で変更することはできない。 

１）フォーミュラピストンジュニア（ＦＰ－Ｊｒ）部門 

（１）ライセンス 

ジュニアＡ、国際Ｃジュニアドライバーライセンス所持者とする。 

または、ジュニアＢカートドライバーライセンス所持者で、参加申

込時点において、以下の何れかの実績を満たす者。 

①～②（略） 

（２）年齢制限 

１２歳（１２歳の誕生日を迎える当該年）以上１５歳未満の者。 

なお、当該年に満１４歳に達しても国際Ｃリストリクティッドライ

センスを取得しなければ、また、当該年に１５歳に達しても、一般

ライセンスを取得しなければ、その年のジュニア選手権競技に出場

することが認められる。 

（３）（略） 

２）フォーミュラピストンジュニアカデット（ＦＰ－ＪｒＣａｄｅｔｓ）部

門 

（１）ライセンス 

ジュニアＡ、国際Ｃジュニアドライバーライセンス所持者とする。 

または、ジュニアＢカートドライバーライセンス所持者で、参加申

込時点において、以下の何れかの実績を満たす者。 

①～③（略） 



 

 

（２）～（３）（略） 

３．（略） 

第１４条～第１５条（略） 

 

第３章（略） 

 

第４章 競技に関する事項 

第２２条～第２６条（略） 

第２７条 セカンドチャンスヒート 

１．～２．（略） 

３．グリッドポジションは、予選でのポイントの少ない順とし、同ポイント

の場合はタイムトライアルの成績による。 

 

第２８条～第３１条（略） 

 

第５章～第１１章（略） 

以上 

（２）～（３）（略） 

３．（略） 

第１４条～第１５条（略） 

 

第３章（略） 

 

第４章 競技に関する事項 

第２２条～第２６条（略） 

第２７条 セカンドチャンスヒート 

１．～２．（略） 

 

 

 

第２８条～第３１条（略） 

 

第５章～第１１章（略） 

以上 

 


